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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本鉄道車輌工業会（JARI）及び

財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 

JIS E 5004 の規格群には，次に示す部編成がある。 
JIS E 5004-1 第 1 部：一般使用条件及び一般規則 

JIS E 5004-2 第 2 部：開閉機器・制御機器及びヒューズの一般規則 

JIS E 5004-3 第 3 部：直流遮断器 

JIS E 5004-4 第 4 部：交流遮断器 

JIS E 5004-5 第 5 部：高圧ヒューズ 
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 E 5004-3：2008 
 

鉄道車両－電気品－第 3 部：直流遮断器 
Railway applications-Electric equipment for rolling stock- 

Part 3: Electrotechnical components-Rules for d.c. circuit-breakers 
 

序文 

この規格は，2001 年に第 1 版として発行された IEC 60077-3 を基に，対応する部分については対応国際

規格を翻訳し，技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格であるが，対応国際規格に規定され

ていない規定項目（動作頻度，動作能力，遮断器の定格電圧，制御電圧及び制御空気圧力など。）を日本工

業規格として追加している。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格にはない事項である。対応国

際規格を変更している事項については，変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，JIS E 5004-2 による機器の一般規則に追加する内容として，各種の直流遮断器の特性及び

試験方法について規定する。これらの直流遮断器の主接触部は，直流の主回路及び／又は直流の補助回路

に接続されており，これらの回路電圧は，IEC 60850 に規定する直流 3 000 V を超えない直流の標準電車線

電圧であるものとする。 

この規格は，通常の回路条件のもとで，電流を投入，通電及び遮断することができ，かつ，回路短絡の

ような特定の異常回路条件のもとでも，投入，規定した時間の通電及び遮断することができる能力をもつ

直流回路に使用する機械的開閉機器について規定する。 

この規格は，JIS E 5004-2 の規定と併せて，次に示す特定項目について規定する。 

a) 遮断器の特性 

b) 遮断器の使用条件 

1) 通常時の使用条件及び動作条件 

2) 短絡時の使用条件及び動作条件 

3) 絶縁特性 

c) 遮断器が，規定の使用条件における特性に適合していることを確認する試験及び適用する試験方法。 

d) 遮断器に表記する情報又は遮断器に添付すべき情報。 

なお，この規格は，次のような機器には適用しない。 

e) 電気機器を多重接続して，特定の責務を達成するもの。 

f) JIS C 8201-2-1，JIS C 8201-2-2 及び JIS C 8370 による一般産業用遮断器 

g) IEC 61992-2 による鉄道電気設備用の直流遮断器 

上記の f)及び g)の遮断器を鉄道車両用に使用する場合には，鉄道車両用として満足に使用できることを

確認するため，この規格の特定の項目だけを規定して利用することが望ましい。その場合，使用する一般


